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決議文 

 

 深みを増した緑を背景に山法師の花が初夏の光に白く映え、しばし私たちの心に安ら

ぎをもたらしてくれます。 

 しかし次の瞬間はもう、深刻な現実に引き戻されます。 

 東京電力福島原発事故から３年３ヶ月が経つ今も、この事故は何一つ終わってはいま

せん。 

 

 ２０１３年９月９日、私たちの告訴は福島地検から東京地検への「移送」の後、全員

不起訴となりました。この原発事故の甚大な被害をもって、誰も罪が問われないのでし

ょうか。誰も責任を取ろうとはしないのでしょうか。 

 

 被災地では、日々新たな問題が起き、被害はむしろ拡大しています。 

 １日５０００人の作業員の原発サイトでの被曝労働。 

 破れたり、中から草や木が伸びている除染廃棄物を入れたフレコンバッグ。 

 事故当時１８歳以下の県民の、甲状腺癌とその疑いは現在約２９万人中８９人。 

 地元住民を無視して造られる廃棄物焼却施設。 

 地下水バイパスと言う名の下で、海に流される汚染水。 

 賠償の和解案を拒否する東京電力。 

 環境省が目論む除染の簡素化や目標値の緩和。 

 被害者の怒りと悲しみは、方向を失いさまよっています。あるものは諦め、あるもの

は互いに対立し、またあるものは疲れ果て自ら命を絶っています。 

 

 しかし、希望もあります。 

 福井地裁が「大飯原発運転差し止め判決」を出し、福島原発事故の反省の下、人々の

生存そのものに関わる権利を侵害するおそれがある原発は運転するべきでないとしまし

た。福島第一原発吉田所長の政府事故調調書が新聞報道により一部明らかになり、新た

な事実が判明しています。福島原発告訴団も調書の開示請求を行いました。真実は少し

ずつ、明らかになっています。 

 

 私たちは諦めることなく、この事故の責任を問い続けましょう。 

 東京検察審査会に、福島県警に、考えられるあらゆる工夫をもって、働きかけ続けま

しょう。理不尽な被害にあった者として被害の事実を伝え続けましょう。 

 どんな困難の中にあっても、爽やかな目とやわらかい心を持ちながら、私たちの向か

う方向に光を見出して行きましょう。 

 

２０１４年６月２８日 

福島原発告訴団 総会参加者一同 


